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  規   則   

規 則 第  ６０  号   

令和 ５ 年１０月３１日   

 

 熊本市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市情報公開条例施行規則（平成１０年規則第４８号）の一部を次のように改正

する。 

 

別表第１文書、図画又は写真の部写しの交付の方法の欄に次の１号を加える。 

 (3) 前号に規定する電磁的記録を電子情報処理組織（熊本市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例施行規則（平成１７年規則第３号）第３条又は第７条

に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して開示を受ける者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法（以下「電子情報

処理組織を使用して複写させる方法」という。以下同じ。）によって行う交付 

 別表第１フィルムの部写真フィルムの項写しの交付の方法の欄に次の１号を加え

る。 

 (3) 前号に規定する電磁的記録を電子情報処理組織を使用して複写させる方法に

よって行う交付 

 別表第１電磁的記録の部その他の電磁的記録（以下「電子データ」という。）の項

写しの交付の方法の欄に次の１号を加える。 

(3) 当該電子データを電子情報処理組織を使用して複写させる方法によって行う

交付 

別表第１備考第２項中「において当該光ディスクに複写する」を「又は電子情報処

理組織を使用して複写させる方法により交付する場合における」に改め、同項ただし

書中「複写する」を「当該」に改める。 
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別表第１備考第３項中「を用いた写しの」を「によって行う」に改め、同項に次の

１号を加える。 

(3) 当該交付に係る開示請求が電子情報処理組織を使用したものでないこと。ただ

し、当該電磁的記録の情報量が２０メガバイトを超える場合は、この限りでない。 

別表第１備考に次の１項を加える。 

４ 電子情報処理組織を使用して複写させる方法によって行う交付は、当該交付

に係る開示請求が電子情報処理組織を使用したものである場合において、複写

させる電磁的記録の情報量が２０メガバイトを超えないときに限り行うこと

ができる。 

別表第２中備考を備考第１項とし、同項の次に次の１項を加える。 

２ 別表第１備考第３項に規定する電子メールにより送信する方法又は電子情

報処理組織を使用して複写させる方法によって行う交付を受ける場合におけ

る費用は、無料とする。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ６１  号   

令和 ５ 年１０月３１日   

 

 熊本市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則を

公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規

則 

 

 熊本市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則（令和５年規則第１６号）

の一部を次のように改正する。 

 

第２条ただし書中「ただし、」の次に「同規則別表第１に規定する電子情報処理組

織を使用して複写させる方法又は」を加える。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ６２  号   

令和 ５ 年１１月 ６ 日   

 

 熊本市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市食品衛生法施行細則（昭和３６年規則第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１１条第１項中「省令第６８条」を「省令第６７条の２、第６８条」に改め、同

条第３項中「において」を「（法第６８条第１項及び第３項において準用する場合を

含む。）において読み替えて」に改める。 

 第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

 第１８条第１項中「省令第６８条」を「省令第６７条の２、第６８条」に改める。 

 

附 則 

この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため

の旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日から施行す

る。 
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規 則 第  ６３  号   

令和 ５ 年１１月１４日   

 

 熊本市手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

 

 熊本市手数料条例の一部を改正する条例（令和４年条例第５３号）第２条の規定の

施行期日は、令和６年１月１日とする。 
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  告   示   

告 示 第 ６ ９ ２ 号   

令和５年１０月３１日   

 

熊本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年熊本市条例第１号）

第６条の規定に基づき、令和４年度（２０２２年度）人事行政の運営等の状況につい

て、次のとおり公表する。 

 

熊本市長 大 西 一 史   
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３ 職員の給与の状況 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 住民基本台帳人口 

（令和 4年度末 ） 

歳   出   総   額       

Ａ 

実 質 収 支 人 件 費      

Ｂ 

人 件 費 率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

令和 3年度の人件費率 

R4年度 人  

729,937 

       千円 

403,175,196 

      千

7,576,485 

    千円 

85,792,691 

     ％ 

21.3 

         ％ 

20.4 

（注）人口は令和５年３月３１日の人口です。人件費には、市長、副市長、市議会議員その他特別職に支給する給料、 

   報酬などを含みます。  

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を 

     用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100とし計算した指数です。 

H31.4.1 
100.1 

(100.1) 
H31.4.1 

99.9   H31.4.1 

  98.9 

R2.4.1 
100.1 

(100.1) 
R2.4.1 

  99.9 R2.4.1 

  98.9 

R3.4.1 
100.0 

(100.0) 

R3.4.1 

  99.7 R3.4.1 
98.8   

R4.4.1 
100.0 
(100.0) 

R4.4.1 
99.7   R4.4.1 

98.7   

90.0 

95.0 

100.0 

105.0 

110.0 

熊本市 類似団体平均 全国市平均 

 

２（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域 

   における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。 

  (補正前のラスパイレス指数×(１＋当該団体の地域手当支給率)/(１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率)により算出。) 

 

 ３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。 

 

※ 令和４年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、 

③100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 
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（４）給与改定の状況 

①月例給 

区 分 

人事委員会の勧告 

給 与 改 定 率 

   （参考） 

国 の 改 定 率 民間給与 

A 

公務員給与 

B 

較差 

A-B 

 勧 告 

（改定率） 

R4 年度 円 

354,914 

円 

353,965 

949 

0.27 

円 

％ 

％ 

0.27 

％ 

0.27 

％ 

0.30 

（注） 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス 

      パイレス比較した平均給与月額です。 

②特別給（期末・勤勉手当） 

区 分 

人事委員会の勧告 

年間支給月数 

   （参考） 

国 の 年 間

支 給 月 数 

民間の支給 

割合     A 

公務員の 

支給月数    B 

較差 

A-B 

勧 告 

（改定月数） 

R4 年度 月 

4.41 

月 

4.30 

月 

0.11 

月 

0.10 

月 

4.40 

月 

4.40 

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の 

    支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

 (5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について                 

                             

 
【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むと

されています。 
                             

     ①給料表の見直し                         

  [ 実施  未実施  ]                    

  実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由）） 

 

【給料表の改定実施時期】平成 28年 4月 1 日 

【内容】一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均 2％（最大 4.6％）引下げ。 

     激変緩和のため、3年間の経過措置（現給保障）を実施。 

     他の給料表については、一般行政職との均衡を踏まえて見直しを実施。 

    （ただし医療職員は国、教育職員は県に準拠） 
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③その他の見直し内容

・55歳昇給停止（２年間の経過措置有）
・昇格対応表見直し（昇格時給料抑制）
・地域手当引上げ（国準拠）（東京事務所等職員及び医療職員）
・退職手当支給水準調整（国準拠）
・管理職手当引上げ(平成31年3月31日まで3％減額）
・期末勤勉手当の管理職加算新設（5年間の経過措置有）
・単身赴任手当引上げ（国準拠）
・人事評価結果の給与への反映
・月額特殊勤務手当の日額化

 

(6) 特記事項 

 

（7）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在） 

  ①一般行政職 

区  分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額  平均給与月額 

（国比較ベース） 

熊本市  41.8 歳 320,600 円 414,714 円 347,148 円 

熊本県  43.2 歳 325,383 円 401,521 円 334,531 円 

国  42.7 歳 323,711 円 ― 円 405,049 円 

類似団体  41.8 歳 318,310 円 431,588 円 378,248 円 

※国ベースの平均給与月額は、平均給料に基本となる手当を加算したものであり、時間外勤務手当等、毎月変動する手当を除いたものです。 

 

 

②技能労務職 

区  分 

  公 務 員   

平均年齢 職員数 平均給料 月額 平均給与月額 

（A) 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

熊本市 54.1 歳 391 人 358,200 円 403,806 円 371,902 円 

 清掃職員 53.3 歳 130 人 364,700 円 434,386 円 383,380 円 

学校給食員 52.8 歳 60 人 351,800 円 366,558 円 361,618 円 

守衛 54.8 歳 14 人 369,800 円 477,550 円 386,264 円 

用務員 55.3 歳 78 人 339,600 円 356,283 円 350,792 円 

自動車運転手 54.8 歳 35 人 369,300 円 406,081 円 382,975 円 

その他 54.7 歳 74 人 363,900 円 415,282 円 374,209 円 

熊本県 55.1 歳 195 人 327,263 円 362,226 円 328,389 円 

国 51.1 歳 2,114 人 286,570 円 - 円 328,416 円 

類似団体 51.3 歳 943 人 312,022 円 391,620 円 364,510 円 
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  参考 

区  分 年収ベース（試算値）の比較 

  
公務員 

（Ｃ） 

民間 

（Ｄ） 
Ｃ/Ｄ 

熊本市 - - - 

  清掃職員 6,961,932  円 4,266,500  円 1.6  

  学校給食員 6,070,996  円 2,913,700  円 2.1  

  守衛 7,506,700  円 2,625,200  円 2.9  

  用務員 6,024,896  円 3,187,900  円 1.9  

  
自動車運転

手 
6,637,572  円 2,242,100  円 3.0  

  その他 6,721,884  円 - 円 - 
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③教育職（高等（特殊・専修・各種）学校教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

④教育職（小・中学校（幼稚園）教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

⑤教育職（その他の教育職）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものです。　

429,958

区　　分

－

熊本県

熊本県

－－

390,700

40.6 342,210

平均給料月額

熊本市 44.8 360,400

平 均 年 齢区　　分

類似団体

熊本市

平均給料月額

411,286

402,853364,537

392,914

45.7

－

平 均 年 齢

383,698

47.5

50.7

－

429,334

平均給与月額

平 均 年 齢

436,567

平均給与月額

平均給料月額

43.8

熊本市

類似団体

類似団体

44.7

359,660

熊本県

区　　分 平均給与月額

385,100 485,961

－
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 (9) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）経験年数とは、学校卒業後すぐに採用された場合は、採用後の年数をいいます。

 (10) 一般行政職の級別職員数及び給料表（令和４年４月１日現在）

（注）１　熊本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

354,600

７　　級

849

397,500

317,7007.2

％　

％　

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

387,100

249,900

２　　級

227,100

区　　分

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円　　　　　　　　人

449,300
局長の職務

部長の職務

３　　級

５　　級

％　

％　

402,600

８　　級

４　　級

　　　　　　　　円

％　

285,500

520,900

427,600

主幹の職務

％　

職員数

　　　　　　　　人

770

293

16.4

主査の職務
　　　　　　　　円

261,700

主任主事及び主任技師の職務

145,700

400,184

　　　　　　　　円

24.8

　　　　　　　　人

大　学　卒

368,550

308,800

265,236

11.4

-

361,648

経験年数２５年

195,000

-

366,300

相当の知識、技術又は経験を必要とする業務
を行う主事及び技師の職務

　　　　　　　　人

- -

-

一般行政職 402,341392,664

372,723

-

406,788

-

中　学　卒

技能労務職

219,600

234,845高　校　卒

区　　　　分

359,260

高　校　卒

高　校　卒

大　学　卒教　育　職

課長の職務

１　　級

331,750

消　防　職

６　　級

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

　　　　　　　　人

27.4

高　校　卒

507

352

9.5

370,700

-

経験年数２０年

-

390,225

大　学　卒

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

１号給の
給料月額

284,775

307,609

326,250

標準的な職務内容

　　　　　　　　円

297,983

348,529

410,725

　　　　　　　　円　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

構成比

％　

％　

　　　　　　　　円　　　　　　　　円

0.7

307,300

最高号給の
給料月額

経験年数１０年

82

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

373,271

223

2.6

経験年数３０年

462,300

23

　　　　　　　　人

 

 

（注）平成28年4月１日より、給料表の級構成を変更し、9級制から8級制へ移行しました。
　（旧7級を6級に統合し、旧8級を新7級に、旧9級を新8級へ移行）  
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 (11)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在）  
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 (16) 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

　％

特別作業手当

人事委員会の指定する有害農薬に
よる病害虫防除作業に直接従事し
たとき。

　　同上

　　同上

398,168

124,896

0円

18種（44手当）

手当の名称
左記職員に対する

支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（R4年度）

日額　290円

日額　500円

日額　200円職員

手当の種類（手当数）

33.2

日額　250円

日額　290円

１回につき　660円

0円

　　同上

支給実績（R4年度決算）

主な支給対象業務

放射線技師、看護師
放射線を人体に照射する作業に直
接従事したとき。

職員

感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律（平成10
年法律第114号）第6条第2項若し
くは第3項に定める感染症又は人
事委員会がこれらに相当すると認
める感染症の患者を入院させる作
業に直接従事したとき。

精神保健指定医である職員が精神
保健及び精神障害者福祉に関する
法律（昭和25年法律第123号）に
基づき診察したとき、又は精神保
健福祉室に勤務する職員が同法に
基づき精神保健指定医の診察への
立会い業務若しくは移送業務に直
接従事したとき。

動植物園に勤務する職員

精神保健指定医である職員又は精
神保健福祉室に勤務する職員

職員

2,928,750円

主な支給対象職員

2,800円

　　同上

放射線取扱手当

支給職員1人当たり平均支給年額（R4年度）

2,640円

34,365円

行旅死亡人の収容作業、身元確認
作業若しくは火葬等の立会作業又
は行旅病人の収容作業、身元確認
作業等に直接従事したとき。

日額　230円

支給実績
（R4年度決算）

0円

防疫等作業手当

飼育作業に直接従事したとき。

0円

日額　380円（著しく危険で
あると人事委員会が認める作
業に従事した場合にあって

は、当該額にその100分の100
に相当する額を加算した額）

家畜伝染病予防法（昭和26年法律
第166号）第2条第1項に定める家
畜伝染病（口蹄(てい)疫、高病原
性鳥インフルエンザ、低病原性鳥
インフルエンザその他人事委員会
の定める家畜伝染病に限る。次号
において単に「家畜伝染病」とい
う。）のまん延を防止するために
行う家畜のと殺、家畜の死体の焼
却若しくは埋却又は畜舎等の消毒
の作業に従事したとき。

家畜伝染病のまん延を防止するた
めに行う作業（前号の作業を除
く。）で人事委員会が定めるもの
に従事したとき。

職員　　同上

職員
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福祉業務手当

　　同上 保育業務に直接従事したとき。

清掃等作業手当

　　同上

　　同上

野犬捕獲に直接従事したとき。

処分犬の処分作業に直接従事した
とき。

公園、熊本城又は道路におけるご
みの収集運搬作業に直接従事した
とき。

熊本城総合事務所又は土木セン
ター

クリーンセンターに勤務する職員

土木センターに勤務する職員

　　同上 日額　400円

土木センターに勤務する職員

特殊清掃作業手当

　　同上

下水道、用水路又は道路側溝の
しゅんせつ作業に直接従事したと
き。

福祉関係法規に基づく調査指導に
直接従事したとき。

　　同上

　　同上

動物愛護センター業務手当

職員

　　同上

　　同上

　　同上

土地の取得等に係る交渉の業務に
直接従事したとき。

交通を遮断することなく行う道路
の維持補修作業に直接従事したと
き。

職員

東部環境工場又は扇田環境セン
ターに勤務する職員

豪雨等異常な自然現象により重大
な災害が発生し、又は発生するお
それがある状況下において屋外で
の災害応急作業、巡回監視又は災
害状況調査等に直接従事したと
き。

区役所保健子ども課又はこころの
健康センター若しくは保健所に勤
務する職員

日額　230円

日額　200円

地上又は水面上10メートル以上の
足場の不安定な箇所で工事等の検
査、調査、指導若しくは監督等の
業務又は構造物等の点検若しくは
補修作業に直接従事したとき。

31,395円

職員

日額　780円

日額　300円

0円

766,800円

日額　400円

0円

166,875円

2,230,200円

130,800円

日額　500円
（夜間　750円）

日額　800円

22,409,600円

日額　500円

日額　250円

6,983,000円

97,625円

日額　280円

日額　800円

日額　600円

6,106,725円 日額　150円

ごみ焼却炉、ごみピット若しくは
汚水槽の内部点検清掃作業若しく
はクレーン上の点検作業に直接従
事したとき、又は投入槽、消化槽
若しくは市が管理する浄化槽の内
部点検清掃作業に直接従事したと
き。

動物愛護センターに勤務する職員

動物愛護センターに勤務する職員

669,300円

5,282,550円

129,220円

ごみの収集運搬作業に直接従事し
たとき。

東部環境工場に勤務する職員

区役所保護課に勤務する職員

保育園に勤務する職員又は保育幼
稚園課に勤務する職員

清掃作業又は汚泥若しくは汚水の
運搬作業に直接従事したとき。

在宅の結核患者又は精神疾患を有
する者等の訪問指導に直接従事し
たとき。
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0円

　　同上 消防職員

日額　4,000円

救急救命士が救急救命に関する業
務に直接従事したとき。

障がい者福祉相談所に勤務する職
員

１回につき　410円
（深夜においては510円）

　　同上
救助工作車、はしご車、又は救助
資機材により救助作業又は訓練作
業に直接従事したとき。

消防手当

98,420円

36,208,250円

21,703,280円　　同上

児童相談所に勤務する職員

こころの健康センターに勤務する
職員

福祉関係法規に基づく心理判定又
は相談に直接従事したとき。

　　同上

日額　2,600円

1当務につき800円
（日勤者にあっては勤務1日

につき400円）

1当務につき 330円

１回につき　330円
（深夜においては410円）

日額　650円

　　同上

消防職員

納税課、税制課、市民税課（各税
務室を含む。）及び固定資産税課
に勤務する職員が、市税の賦課、
調査、徴収又は差押の事務等に直
接従事したとき。

国保年金課に勤務する職員が、保
険料の徴収事務に直接従事したと
き。

　　同上

　　同上

国際緊急援助隊の派遣に関する法
律(昭和62年法律第93号)第2条に
規定する国際緊急援助活動に直接
従事したとき。

　　同上

市税等事務従事手当

5,200円

11,735,600円

特殊危険物質（サリン（メチルホ
スホノフルオリド酸イソプロピル
をいう。）及びサリン以上の又は
サリンに準ずる強い毒性を有する
物質をいう。）又はその疑いのあ
る物質の処理作業に直接従事した
とき。

25,093,200円

86,400円

日額　370円

福祉関係法規に基づく相談、調査
指導、判定又は保護に直接従事し
たとき。

7,322,000円

納税課又は国保年金課に勤務
する職員
　日額　290円

その他の職員
 　日額　230円

10,991,710円

福祉関係法規に基づく相談、調査
指導、判定又は保護に直接従事し
たとき。

日額　1,000円

143,650円

火災現場、災害現場若しくは救急
現場に出動したとき。

消防職員（機関員を除く）

消防職員

機関員
火災現場、災害現場又は救急現場
に出動したとき。

納税課、税制課、市民税課（各税
務室を含む。）、固定資産税課、
国保年金課に勤務する職員

消防職員

滞納処分等のため外勤したとき。

徴税職員
国保年金課に勤務し、国民健康保
険料、介護保険料又は後期高齢者
医療保険料の滞納処分に従事する
職員
市営住宅課、城南地域整備室及び
植木地域整備室に勤務し、市営住
宅使用料の滞納処分に従事する職
員
保育幼稚園課に勤務し、保育料の
滞納処分に従事する職員

　　同上 日額　800円
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職員

著しく異常かつ激甚な非常災害で
あって、当該非常災害に係る災害
対策基本法(昭和36年法律第223
号)第28条の2第1項に規定する緊
急災害対策本部が設置されたもの
(東日本大震災を除く。)に対処す
るため死体の取扱いに関する作業
で人事委員会が定めるもの に従
事したとき。

日額　200円

当該学級における授業又は指導に
従事したとき。

市立高等学校、市立特別支援学校
及び市立総合ビジネス専門学校の
職員で教育職員給料表(1)の適用を
受けるもの

入学者の選抜に係る学力検査の問
題の作成若しくは採点又は調査書
その他必要な書類による判定資料
の作成を行ったとき。

教育職員給料表(1)又は教育職員給
料表(2)の1級、2級又は特2級の職
員

3の学年の児童又は生徒で編
制されている学級における授
業又は指導に従事　日額
350円
2の学年の児童又は生徒で編
制されている学級における授
業又は指導に従事　日額
290円

特定の業務に従事した場合におい
て、その業務が心身に著しい負担
を与えると人事委員会が認める程
度に及ぶとき。

1時間につき300円667,500円

日額　4,200円以内-医療等業務従事手当

日額　8,000円以内

死体処理手当

教員特殊業務手当

入学者選抜業務手当

教育業務連絡指導手当

職員

特定大規模災害に対処するため屋
外での災害応急作業、巡回監視又
は災害状況調査等に引き続き５日
を下らない範囲内において人事委
員会が定める期間以上直接従事し
たとき。

138,220,300円

当該担当に係る業務に従事したと
き。

特例特別作業手当

多学年学級担当手当 290,580円

13,641,400円

0円

作業に従事した日1日につき
1,000円を超えない額

(夜間おいては、1,500円を超
えない額)

35,335,800円

医療職員給料表の適用を受ける職
員のうち、医療等業務に従事した
もの。
動物愛護センター又は動植物園に
勤務する獣医師のうち、医療等業
務に従事したもの。

市立幼稚園、市立小学校、市立中
学校、市立高等学校又は市立特別
支援学校の主幹教諭、教諭又は養
護教諭のうち、教育委員会規則で
定める教務主任その他の主任等で
その職務が困難であるとして人事
委員会の定めるものの職務を担当
する主幹教諭、教諭又は養護教諭

2以上の学年の児童又は生徒で編制
されている学級を担当する主幹教
諭、教諭、助教諭又は講師であっ
て、人事委員会が定めるもの

0円

作業に従事した日1日につき
1,000円（人事委員会が定め
る場合にあっては、2,000

円）を超えない範囲内におい
て人事委員会が定める額

（心身に著しい負担を与える
と人事委員会が認める作業
に従事した場合は、4,000円

を超えない額）

 

 

 

 

 



令和 5 年 11 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1477 号 

 

- 1167 - 

 

作業に従事した日１日につき
20,000円を超えない額

0円

災害応急作業手当 職員

原子力災害対策特別措置法（平成
１１年法律第１５６号）第１５条
第２項の規定による原子力緊急事
態宣言があった場合において、同
法第１７条第９項に規定する緊急
事態応急対策実施区域に所在する
原子力事業所のうち人事委員会が
定めるものの敷地内において行う
作業のうち原子炉建屋（人事委員
会が定めるものに限る。）内にお
いて行うものに従事したとき。

　　同上 職員

　　同上

職員

0円

前号に規定する場合において、特
定原子力事業所の敷地内において
行う作業のうち前号に掲げるもの
以外のものに従事したとき。

職員

第1号に規定する場合において、
特定原子力事業所に係る原子力災
害対策特別措置法第２０条第２項
の規定に基づく原子力災害対策本
部長の地方公共団体の長に対する
指示に基づき設定された区域等を
考慮して人事委員会が定める区域
において行う作業（前２号に掲げ
るものを除く。）に従事したと
き。

新型コロナウイルス感染症に係
る防疫等作業手当

0円

作業に従事した日１日につき
10,000円を超えない額（心身
に著しい負担を与えると人事
委員会が認める作業に従事し
た場合にあっては、20,000円

を超えない額）

48,652,500円 日額　3,000円

新型コロナウイルス感染症（病原
体がベータコロナウイルス属のコ
ロナウイルス（令和2年1月に、中
華人民共和国から世界保健機関に
対して、人に伝染する能力を有す
ることが新たに報告されたものに
限る。）であるものに限る。）の
患者又は当該感染症にかかってい
る疑いがある者がいる又はいた室
内、車内、施設その他の人事委員
会が定める場所において、当該感
染症から市民の生命及び健康を保
護するために緊急に行われた措置
に係る作業であって人事委員会が
定めるものに従事したとき。

作業に従事した日1日につき
40,000円を超えない額
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 (17) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（18) その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間
外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

390,428

782,087

2,920,52337,967

－ 千円

同

千円591,258

657,379 千円

（R4年度決算）

支給職員１人当たり

同

通勤手当

異なる内容

253,906

平均支給年額

支給実績

手　当　名

異

との異同

○借家の場合
　家賃の額に応じて27,000円を限
度に支給

2,347,996

452

支 給 実 績 （ R4 年 度 決 算 ）

給料表の別及び職員の職に応じて
51,700円～113,600円を支給

家賃の額に応じ
て28,000円を限

度に支給

自動車などを利
用する場合の、
使用距離区分

異

2,199,462

国の制度と

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R4 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ R3 年 度 決 算 ）

422

－

924,747同

内容及び支給単価

休日勤務手当

初任給調整手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ R3 年 度 決 算 ）

国の制度

－

住居手当

143

○配偶者　　　6,500円
（7級職員　3,500円、8級職員　支給
なし）
○子　　　　　10,000円
〇父母等　　　6,500円
（7級職員　3,500円、8級職員　支給
なし）
○加算措置
　16歳から22歳までの間にある子
　1人につき5,000円加算

○休日等に勤務した場合
　　勤務1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の150までの
範囲内で支給

管理職手当

扶養手当

単身赴任手当

○芳野分室及び金峰山少年自然の
家に勤務する職員
　給料月額の100分の1を支給

○一般の宿日直　6,700円
○医師の宿日直　21,000円

同

-

宿日直手当

81,990異

○電車・バスなどを利用する場合
　運賃に応じて55,000円を限度に
支給
○自動車などを利用する場合
　使用距離に応じて3,300円～
23,000円を支給

千円

特地勤務手当

勤務公署を異にする異動に伴い住
居を移転し、やむを得ない事情に
より同居していた配偶者と別居
し、単身で生活することを常況と
する職員

欠員の補充が困難である職で、新
たに採用された医療職員は、採用
の日から35年以内の期間、月額
308,600円以内を支給

異

千円

千円

2,687

千円

866,894

俸給及び扶養手
当の月額の合計
額の25/100以内
を支給（国の制
度）

14,376

47,692

一般　4,400円

668,671

398,985

役職により俸給
月額の25/100以
内を支給（国の
制度）

280,351異

311,396千円

千円

（R4年度決算）
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円

円

円

（19）特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

1,190,000円×在職月数×0.51 万円 　任期ごと

946,000円×在職月数×0.24 万円 　任期ごと

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
         勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

232,474
○教育職員給料表(1)又は教育職員
給料表(2)の適用を受ける職員　月
額8,000円以内を支給

管理職員特別勤務手当 職務により10,000円以下

同

953,000

1,179,000

区 分

42,872

義務教育等教員特別手当

　　（R4年度支給割合）

給 料 月 額 等

副 市 長

1,190,000

同

副 議 長

－

異

期
末
手
当 3.30

-報

酬

-

-

15,531

退
職
手
当

市 長

議 長

副 市 長

備　　　　考

副 議 長

市 長

65,966

副 市 長

676,000

820,000議 長

議 員

746,000

市 長

議 員

-

143,253

841,500

○職務により
12,000円以下

千円

（参考）類似団体における最高／最低額

1,599,000

1,285,000

703,000

779,000

1,061,000

66,688

648,000

　　（R4年度支給割合）

午後10時から翌日の午前5時までの
間に勤務する場合、勤務1時間当た
りの給与額の100分の25を支給

500,000

千円

－ 千円

給

料

夜間勤務手当

2,913

3.30

1,090

-

947,000
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（Ｒ４.４.１現在） 

 

(1) 勤務時間等の状況(通常勤務職場) 

勤務時間 休憩時間 週休日 

８:３０～１７:１５ １２:００～１３:００ 土曜日・日曜日 

(2) 休暇の設置状況 

事由 期間 

年次有給休暇 ２０日以内 

病気休暇 ９０日以内 

特別休暇 

(主なもの) 

結婚休暇 ５日以内 

妊娠中の通勤緩和 １日に１時間を超えない範囲内で必要と認める時間 

妊娠障害休暇 １４日以内 

産前休暇・産後休暇 出産予定日以前８週間目(多胎妊娠の場合は１４週間目)に当たる日から出

産の日まで 

出産の日の翌日から８週間 

育児時間 子が３歳になるまで、１日に２回以内・各４５分 

配偶者分娩休暇 ３日以内 

男性の育児休暇 配偶者が出産予定８週前から出産後１年の間、当該出産に係る子または小

学校就学の始期に達する子を養育する場合、５日以内 

子の看護休暇 子が中学校に就学するまで、一年度中５日以内（対象となる子が複数いる

場合は１０日以内） 

忌引休暇 続柄に応じて１日から７日 

夏期休暇 ５日以内 

永年勤続表彰休暇 ３０年－４日以内 

２０年－２日以内 

 

 

５ 職員の休業に関する状況（Ｒ４年度実績） 

 

休業等の取得状況 
  

  取得者数 

休業等区分 男性 女性 計 

育児休業 70 204 274 

育児部分休業 2 30 32 

育児短時間勤務 1 6 7 

自己啓発等休業 0 0 0 

配偶者同行休業 0 2 2 
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況（Ｒ４年度実績） 

 

(1) 懲戒処分の状況    

  戒告 減給 停職 免職 計 

人 数 
１４  ６ ５  ５  ３０ 

※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して行う不利益処分です。 

      

(2) 分限処分の状況（Ｒ４年度実績）    

  降任 免職 休職 降給 計 

人 数 

０  ０  

 

 

９６  ０  

 

 

９６ 

※分限処分とは一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。 

 

 

７ 職員の服務の状況 

 職員の服務規律の遵守を徹底するために次の取り組みを実施しています。 

・厳正な服務規律の遵守に関する依命通達 

 ・公務員倫理研修 

 ・営利企業等の従事許可 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

職員の退職管理の適正を確保するために次の措置を講じています。 

・再就職者による依頼等の規制 

・再就職情報の届出及び公表 

・再就職あっせんの制限 
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